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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

　

　

回次
第148期

当第２四半期
連結累計期間

第148期

当第２四半期
連結会計期間

第147期

会計期間
自　平成20年４月１日

至　平成20年９月30日

自　平成20年７月１日

至　平成20年９月30日

自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日

売上高 （百万円） 383,325　 191,863　 772,036　

経常利益 （百万円） 28,916　 12,733　 64,854　

四半期（当期）純利益 （百万円） 17,666　 8,051　 42,613　

純資産額 （百万円） －　 298,144　 283,775　

総資産額 （百万円） －　 828,477　 828,580　

１株当たり純資産額 （円） －　 521.28　 495.61　

１株当たり四半期
（当期）純利益金額

（円） 32.68　 14.89　 78.84　

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益金額

（円） 32.67　 14.89　 78.79　

自己資本比率 （％） －　 34.0　 32.3　

営業活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） 14,391　 －　 69,236　

投資活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） △26,943　 －　 △23,187　

財務活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） △10,792　 －　 △5,923　

現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高

（百万円） －　 89,017　 113,226　

従業員数 （人） －　 26,024　 25,069　

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しており

ません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期連結会計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更は

ありません。

　また、主要な関係会社に異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社における状況

平成20年９月30日現在

従業員数(人) 26,024

(注)　従業員数は就業人員であります。臨時従業員は、その総数が従業員数の100分の10未満である為、記載を省略してお

ります。

　

(2) 提出会社の状況

平成20年９月30日現在

従業員数(人) 5,235

(注)　従業員数は就業人員であります。臨時従業員は、その総数が従業員数の100分の10未満である為、記載を省略してお

ります。

　

　

EDINET提出書類

日本精工株式会社(E01600)

四半期報告書

 3/57



第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(１)　生産実績

当第２四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであ

ります。

　

事業の種類別セグメントの名称 　生産高(百万円)

産業機械軸受 63,246

自動車関連製品 88,954

精密機器関連製品 15,751

その他 4,883

合計 172,836

　（注）１　金額は平均販売価格によっております。

　　　　２　上記生産実績は外注加工費及び購入部品費を含んでおります。

　　　　３　金額には消費税等相当分は含まれておりません。

(２)　受注状況

当第２四半期連結会計期間における事業の種類別セグメントごとの受注状況を示すと、次のとおりで

あります。当社グループは主として受注による生産を行なっておりますが、一部見込みによる生産を行

なっております。なお、その他事業につきましては、重要な受注生産を行なっておりませんので、記載を省

略しております。

　

事業の種類別セグメントの名称 　受注高(百万円) 　受注残高(百万円)

産業機械軸受 65,288 65,182

自動車関連製品 114,578 56,380

精密機器関連製品 11,668 7,961

合計 191,536 129,525

　（注）１　金額は平均販売価格によっております。

　　　　２　金額には消費税等相当分は含まれておりません。

　

(３)　販売実績

当第２四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。

　

事業の種類別セグメントの名称 　販売高(百万円)

産業機械軸受 61,048

自動車関連製品 106,180

精密機器関連製品 16,148

その他 8,485

合計 191,863

　（注）１　当社グループの製品は多品種であり、適切な数量表示が困難なため、金額のみによって表示し

　　　　　ております。

　　　　２　金額には消費税相当分は含まれておりません。
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２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、該当事項はありません。

　

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

当年度は四半期報告制度の導入初年度であるため、「(1) 業績の状況」において比較、分析に用いた前年

同期数値は、独立監査人による四半期レビューを受けておりません。

　

(1)　業績の状況

　当第2四半期連結会計期間のグローバル経済は、原油・原材料価格が高騰するなかで、欧米の金融危機が

実体経済に波及し、減速傾向となりました。日本においても、このような情勢を反映し、個人消費が力強さ

を欠き、企業部門も輸出や設備投資が弱含むなど景気の減速傾向が明らかになりました。米国は、住宅投

資の減少に加え、生産が減少し設備投資も弱い動きとなり、９月の大手金融機関の破綻を始めとする金融

市場混乱の深刻化を受けて景気は後退しました。欧州はユーロ圏や英国の景気は弱含みました。アジア

は、中国では景気拡大が続いていますが、韓国やシンガポールなど一部で減速傾向が見られました。

　当社グループの事業領域におきましては、資源・エネルギー関連の需要は高水準で推移しております

が、グローバルな景気減速の影響を受け、自動車向けや自動車・半導体関連設備向けの需要が減少しまし

た。

この結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は1,918億63百万円と前年同期に比べ2.9％の増収とな

りました。営業利益は原材料価格上昇などのコストアップや円高による輸出採算の悪化に対し、物量増効

果や生産性の向上、調達コストの削減などコストダウンに努めましたが、133億50百万円と前年同期に比

べ20.4％の減益となりました。経常利益は127億33百万円と前年同期に比べ14.7％の減益となりました。

特別損失に投資有価証券評価損17億39百万円を計上し、税金費用及び少数株主利益を差し引いた後の

四半期純利益は80億51百万円と前年同期に比べ10.0％の減益となりました。

　

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

　

①産業機械軸受

一般産業向けの売上高は、日本では鉄鋼、一般機械や建設機械向けが好調でした。米州は一般機械、建

設機械向けに加え電機向けも増加しました。欧州は風力発電向けが増え、アフターマーケット向けも堅

調でしたが、電機向けが減少しました。アジア地域では、中国の電機、一般機械向けやインド向けが増加

しました。

この結果、産業機械軸受の売上高は610億48百万円（前年同期比＋4.9％）となりました。営業利益

は、物量増や調達コスト削減の効果はありましたが、原材料のコストアップや円高による輸出採算の悪

化、生産能力増強に伴う設備費や労務費の増加もあり、79億96百万円（前年同期比△2.5％）となりま

した。

　

②自動車関連製品

　自動車軸受の売上高は、日本では、自動車生産の伸びが鈍化し、横ばいとなりました。米州は、ブラジル

の二輪車向けが堅調でしたが、景気後退による米国自動車生産減少の影響もあり、横ばいとなりまし

た。欧州は拡販によりハブユニット軸受が増加しました。アジアは、中国のハブユニット軸受が増加し

ました。

　自動車部品の売上高は、日本では、オートマチック・トランスミッション用部品が増加しましたが、ス

EDINET提出書類

日本精工株式会社(E01600)

四半期報告書

 5/57



テアリングコラムが減少しました。米州は、ピックアップトラックやＳＵＶ等の大型車向けのステアリ

ングコラムが減少しました。欧州は、電動パワーステアリングが増加しました。

この結果、自動車関連製品の売上高は1,061億80百万円（前年同期比＋0.3％）となりました。営業利

益は、物量増や外部調達コスト削減の効果はありましたが、円高による輸出採算の悪化、原材料のコス

トアップ、販管費の増加などにより46億96百万円（前年同期比△38.6％）となりました。

　

③精密機器関連製品

工作機械向けはグローバルに堅調に推移しましたが、半導体関連向け需要低迷の影響を受け、直動製

品の売上が減少しました。液晶パネル用露光装置の売上は増加しました。

この結果、精密機器関連製品の売上高は161億48百万円（前年同期比＋4.5％）となりました。営業利

益は、販管費の増加や原材料コストアップにより15億68百万円（前年同期比△22.1％）となりました。

　

④その他

その他部門の売上高は、外部顧客向け鋼球の増加などにより157億36百万円（前年同期比＋28.4％）

となりました。営業利益は、物量増効果などにより８億14百万円（前年同期比＋88.3％）となりまし

た。

　

所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。

　

①日本

産業機械軸受の売上高は、鉄鋼向け、一般機械向けや建設機械向けが増加しました。自動車関連製品

は、軸受は、自動車生産の伸びが鈍化し、横ばいとなりました。自動車部品は、オートマチック・トラン

スミッション用部品が増加しましたが、ステアリングコラムが減少しました。精密機器関連製品は、工

作機械向けは堅調に推移しましたが、半導体関連向けが減少しました。

この結果、日本の売上高は1,429億４百万円（前年同期比＋7.0％）となりました。営業利益は、物量

増効果はありましたが、原材料のコストアップ、円高による輸出採算の悪化や販売管理費の増加などに

より74億85百万円（前年同期比△31.4％）となりました。

　

②米州

産業機械軸受の売上高は、米州は一般機械、建設機械向けや電機向けが増加しました。自動車関連製

品は、軸受はブラジルの二輪車向けは好調でしたが、米国自動車メーカーの生産減少の影響もあり、減

少しました。自動車部品の売上高は、大型自動車やトラック向けのステアリングコラムが減少しまし

た。精密機器関連製品は工作機械向けが増加したものの半導体関連向けが減少しました。

この結果、米州の売上高は243億40百万円（前年同期比△9.6％）となりました。営業利益は、原材料

のコストアップや販売管理費の増加などにより13億68百万円（前年同期比△15.1％）となりました。

　

③欧州

産業機械軸受の売上高は、風力発電向けが増加し、工作機械向けやアフターマーケット向けも堅調で

したが、電機向けが減少しました。自動車関連製品は、拡販によりハブユニット軸受が増加しました。精

密機器関連製品は工作機械向けが増加しました。

この結果、欧州の売上高は343億11百万円（前年同期比＋5.0％）となりました。営業利益は、物量増

効果や外部調達コストの削減などにより26億23百万円（前年同期比＋19.4％）となりました。
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④アジア

産業機械軸受の売上高は、中国の電機、一般機械向けやインド向けなどが増加しました。自動車関連

製品は、軸受は中国のハブユニット軸受や玉軸受が増加しましたが、自動車部品は、横ばいとなりまし

た。精密機器関連製品は、韓国、中国、台湾で直動製品、液晶パネル用露光装置が大幅に増加しました。

この結果、アジアの売上高は313億７百万円（前年同期比＋9.5％）となりました。営業利益は、物量

増効果などにより34億91百万円（前年同期比＋0.5％）となりました。

　

(2)　財政状態の分析

総資産は、主に成長が見込まれる分野への設備投資による有形固定資産の増加46億53百万円等もあり

ましたが、株式市場の下落に伴う投資有価証券の減少60億65百万円等により、前連結会計年度末と比べて

１億２百万円減少し、8,284億77百万円となりました。

　負債は、１年内償還予定の社債の減少などにより前連結会計年度末と比べて144億71百万円減少し、

5,303億33百万円となりました。

純資産は、四半期純利益の計上がありましたが、その他有価証券評価差額金及び為替換算調整勘定の減

少などもあり、前連結会計年度末に比べて143億68百万円増加し、2,981億44百万円となりました。

　

(3)　キャッシュ・フローの状況

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利

益109億94百万円、減価償却費101億21百万円などによる収入がありましたが、たな卸資産の増加105億97

百万円、売上債権の増加29億18百万円、利息の支払19億２百万円等の支出により、14億77百万円の収入と

なりました。

　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却39億84百万円等の収入がありましたが、有形固

定資産の取得による支出173億29百万円などにより、140億39百万円の支出となりました。

　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加32億30百万円などにより、31億６百万円の収

入となりました。

　

これらの結果、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、890億17百万円となりま

した。

　

　
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変

更はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内

容等（会社法施行規則第127条各号に掲げる事項）は次のとおりです。

　

当社は、平成20年（2008年）4月23日開催の当社取締役会において、下記I.記載の当社の財務及び事業

の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針（会社法施行規則第127条柱書に規定されている
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ものをいい、以下「基本方針」といいます。）を定めるとともに、この基本方針に照らして不適切な者に

よって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み（会社法施行規則第

127条第2号ロに規定されているものをいいます。）として、下記の特定の者またはグループによって当社

株式の一定規模以上の買付行為が行われた場合の対応策（以下「本プラン」といいます。）を導入する

ことを決定いたしました。なお、本プランについては、平成20年（2008年）6月25日開催の当社定時株主総

会（以下「本定時株主総会」といいます。）において関連議案は承認されております。
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Ⅰ. 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の内容

　

当社グループは、株主・投資家、顧客、国内外の製造・販売会社、地域社会、従業員等の様々なステー

クホルダーとの相互関係に基づき成り立っています。当社は、当社グループの使命は、社会・環境・経

済の全ての面においてバランスのとれた経営を行い、全てのステークホルダーに対する社会的責任を

果たすと同時に、本業に徹することにより当社グループの企業価値を増大させることであると考えて

います。

 

当社は、資本市場に公開された株式会社であるため、当社に対して投資をしていただいている株主の

皆様には、当社のかかる考えにご賛同いただいた上で、そのご判断により当社の経営を当社経営陣に対

して委ねていただいているものと理解しています。かかる理解のもと、当社は、当社の財務及び事業の

決定を支配する者の在り方についても、最終的には、株主の皆様のご判断によるべきであると考えてい

ます。従いまして、当社株式の大量の買付行為がなされた場合にそれに応じるべきか否かは、最終的に

は株主の皆様のご判断に委ねられるべきであると考えます。

 

しかしながら、昨今のわが国の資本市場の状況を考慮すると、対象となる企業の株主の皆様及び投資

家の皆様に対する必要十分な情報開示や熟慮のための機会が与えられることなく、あるいは対象とな

る企業の取締役会が意見表明を行い、代替案を提案するための情報や時間が提供されずに、突如とし

て、株式の大量の買付行為が強行される可能性も否定できません。このような株式の大量の買付行為の

中には、真摯に合理的な経営を行う意思が認められないもの等当社の企業価値ひいては株主の皆様の

共同の利益を毀損する買付行為もあり得るものです。

 

かかる当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を毀損するおそれがある当社株式の大量の

買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。

　

Ⅱ. 当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み

　

1. 中期経営計画による企業価値向上への取組み

 

当社は、企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保・向上させるため、平成18年（2006

年）２月に平成20年度（2008年度）迄の３ヵ年中期経営計画を策定し推進しています。かかる中期

経営計画においては、メーカーの原点である製品の品質はもとより、あらゆるサービスを含む全て

の品質、即ち「トータル・クオリティーにおいて業界No.1の会社になる」ことを中期経営ビジョン

として掲げました。この中期経営ビジョンの達成に向けて、成長戦略と体質改善の推進という二本

の大きな柱のもと、① 生産力の強化　② 製品開発力の強化　③グローバルマネジメントの強化　④

海外事業の収益力強化　の施策を重点的に推進し、収益力を重視した成長を目指すとともに、規模の

拡大に偏ることなく強い会社作りを目指しています。
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　また、当社は、事業を通じて世界中のエネルギーロスを削減することが当社グループの社会的責任

と捉え、地球環境の保全と社会の持続可能な発展に向けて貢献すべく環境経営のレベルアップを着

実に推進し、様々なステークホルダーとの信頼関係構築に努めています。

 

2. コーポレート・ガバナンスに関する取組み

 

当社は、社会的責任を果たし、企業としての適切な利益を確保し続け、企業価値ひいては株主の皆

様の共同の利益を確保・向上させるために、経営の透明性と健全性を高めていく具体的な体制を積

極的に採用しています。平成11年（1999年）には、当社は執行役員制度を導入のうえ、社外取締役を

招聘し、任意に報酬委員会を設置しました。また、平成15年（2003年）には、任意に監査委員会を設

置しています。そして、平成16年（2004年）には委員会等設置会社に移行し、平成18年（2006年）に

は会社法に基づく委員会設置会社となり、監査・報酬・指名の３つの委員会は、それぞれ２名の社

外取締役と１名の社内取締役で構成され、透明性と健全性の向上に努めています。

　

Ⅲ. 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止す

るための取組み

　

1. 本プラン導入の目的

 

当社は、上場会社であるため、当社の株式は株主の皆様及び投資家の皆様による自由な取引が認

められており、誰が当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者になるかは、最終的には株主の

皆様のご判断に委ねられるべきであると考えます。しかしながら、昨今のわが国の資本市場の状況

を考慮すると、株主の皆様及び投資家の皆様に対する必要十分な情報開示や熟慮のための機会が与

えられることなく、あるいは対象となる企業の取締役会が意見表明を行い、代替案を提案するため

の情報や時間が提供されず、突如として、株式の大量の買付行為が強行される可能性も否定できま

せん。そして、当社が株式の大量の買付行為の提案を受けた場合において、株主の皆様が、上記Ⅰ.記

載の当社グループと当社グループの様々なステークホルダーとの相互関係及び当社グループの使

命並びに上記Ⅱ.記載の基本方針の実現に資する特別な取組み等を踏まえた当社の企業価値と株式

の大量の買付行為の具体的な条件・方法等を踏まえた株式の大量の買付行為の提案の内容とをそ

れぞれ十分に理解された上で、当該株式の大量の買付行為の提案に応じるか否かのご判断を適切に

行うことは、短期間では困難であると考えられます。また、その他、株式の大量の買付行為の中には、

その結果として、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうおそれのあるも

のがあり得ます。

 

　そこで、当社は、株式の大量の買付行為の提案を検討するために必要十分な情報と相当な時間を確

保し、最終判断を行う当社株主の皆様が、株式の大量の買付行為の提案の内容を十分に理解し、適切

な判断（インフォームド・ジャッジメント）を行えるようにし、もって当社の企業価値ひいては株

主の皆様の共同の利益を損なうおそれのある株式の大量の買付行為を行う者により当社の財務及

び事業の方針の決定が支配されることを防止し、もって当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同

の利益を確保・向上させるため、上記Ⅰ.記載の基本方針に照らして不適切な者によって当社の財

務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして、本プランを導入いたし

ました。
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2. 本プランの内容

 

(1) 本プランの概要

 

本プランは、大量買付者（下記(2)において定義されます。）が大量買付行為（下記(2)にお

いて定義されます。）を行うにあたり、本プランに定められた所定の手続（以下「大量買付

ルール」といいます。）に従うことを要請するとともに、大量買付ルールに従わない大量買付

行為がなされる場合や、大量買付ルールに従った場合であっても一定の場合には、当社取締役

会または当社株主総会の決議に基づいて、かかる大量買付行為に対する対抗措置として、新株

予約権無償割当てを行うものです。

 

(2) 本プランの対象となる大量買付行為

 

本プランは、特定株主グループ（注1）の議決権割合（注2）を20％以上とすることを目的と

する当社株券等（注3）の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20％

以上となる当社株券等の買付行為（市場取引、公開買付けその他具体的な買付方法の如何を問

いません。）を適用対象とします。但し、あらかじめ当社取締役会が同意した買付行為は、本プ

ランの適用対象からは除外します。なお、本プランの適用を受ける買付行為を以下「大量買付

行為」といい、大量買付行為を行いまたは行おうとする者を以下「大量買付者」といいます。

　

注1：特定株主グループとは、

(i) 当社の株券等（金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます。なお、本プ

ランにおいて引用される法令等に改正（法令名の変更や旧法令等を継承する新法令等の

制定を含みます。）があった場合には、本プランにおいて引用される法令等の各条項及び

用語は、当社取締役会が別途定める場合を除き、当該改正後においてこれらの法令等の各

条項及び用語を実質的に継承する法令等の各条項及び用語に読み替えられるものとしま

す。）の保有者（同法第27条の23第1項に規定する保有者をいい、同条第3項に基づき保有

者に含まれる者を含みます。以下同じとします。）及びその共同保有者（同法第27条の23

第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含み

ます。以下同じとします。）または、 

(ii)当社の株券等（同法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。）の買付け等（同法第

27条の2第1項に規定する買付け等をいいます。以下同じとします。）を行う者及びその特

別関係者（同法第27条の2第7項に規定する特別関係者をいいます。以下同じとします。） 

を意味します。以下同じとします。 
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注2：議決権割合とは、

(i) 特定株主グループが、注１の(i)記載の場合は、当該保有者の株券等保有割合（同法第27条

の23第4項に規定する株券等保有割合をいいます。この場合においては、当該保有者の共同

保有者の保有株券等の数（同項に規定する保有株券等の数をいいます。）も計算上考慮さ

れるものとします。以下同じとします。）または、 

(ii)特定株主グループが、注１の(ii)記載の場合は、当該大量買付者及び当該特別関係者の株

券等所有割合（同法第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいいます。以下同じとし

ます。）の合計

を意味します。 

なお、各株券等保有割合及び各株券等所有割合の算出に当たっては、総議決権の数（同法第27

条の2第8項に規定するものをいいます。）及び発行済株式の総数（同法第27条の23第4項に規

定するものをいいます。）は、有価証券報告書、四半期報告書及び自己株券買付状況報告書のう

ち直近に提出されたものを参照することができるものとします。

　

注3：株券等とは、同法第27条の23第1項に規定する株券等を意味します。以下同じとします。

　

(3) 大量買付ルールの設定 

ア. 「意向表明書」の事前提出 

 

大量買付者には、大量買付行為の実行に先立ち、当社代表執行役社長宛に、大量買付ルール

に従う旨の誓約等を日本語で記載した「意向表明書」をご提出いただきます。 

　「意向表明書」には、具体的には、以下の事項を記載していただきます。 

(ア) 大量買付者の概要 

     ① 氏名または名称及び住所または所在地 

     ② 代表者の氏名 

     ③ 会社等の目的及び事業の内容 

     ④ 大株主または大口出資者（所有株式数または出資割合上位10名）の概要 

     ⑤ 国内連絡先 

     ⑥ 設立準拠法 

(イ) 大量買付者が現に保有する当社の株券等の数、及び、意向表明書提出日前60日間にお

ける大量買付者の当社の株券等の取引状況 

(ウ) 大量買付者が提案する大量買付行為の概要（大量買付者が大量買付行為により取得

を予定する当社の株券等の種類及び数、並びに大量買付行為の目的の概要（支配権取

得もしくは経営参加、純投資もしくは政策投資、大量買付行為後の当社の株券等の第

三者への譲渡等、または重要提案行為等（注4）を行うことその他の目的がある場合

には、その旨及び概要。なお、目的が複数ある場合にはその全てを記載していただきま

す。）を含みます。） 

(エ) 大量買付ルールに従う旨の誓約 

 

　なお、「意向表明書」の提出にあたっては、商業登記簿謄本、定款の写しその他の大

量買付者の存在を証明する書類を添付していただきます。 
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注4：重要提案行為等とは、金融商品取引法第27条の26第1項、金融商品取引法施行令

第14条の8の2第1項、及び株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条に

規定する重要提案行為等を意味します。 

 

イ. 「本必要情報」の提供 

　上記ア.の「意向表明書」をご提出いただいた場合には、大量買付者には、以下の手順に従

い、当社代表執行役社長宛に、大量買付行為に対する株主の皆様のご判断及び当社取締役会

の評価・検討等のために必要かつ十分な情報（以下「本必要情報」といいます。）を提供

していただきます。 

　まず、当社取締役会は、意向表明書受領後10営業日（注5）以内に、大量買付者から提供し

ていただくべき本必要情報を記載したリストを当該大量買付者に対して交付いたします。 

　次いで、当社取締役会は、大量買付者から提供された情報を精査し、必要に応じて適宜当社

取締役会から独立した第三者（財務アドバイザー、公認会計士、弁護士、その他の専門家を

含みます。以下「外部専門家等」といいます。）の助言を受けた上で、取締役会の決議によ

り当該情報だけでは本必要情報として不十分と認められる場合には、大量買付者に対して

追加的に情報提供を求めることができるものとし、大量買付者から追加的に受領した情報

についても同様とします。 

注5：営業日とは、行政機関の休日に関する法律第1条第1項各号に掲げる日以外の日をいい

ます。以下同じとします。 

　なお、大量買付行為の内容及び態様等にかかわらず、以下の各項目に関する情報は、原則と

して、本必要情報の一部に含まれるものとします。 

 

①　大量買付者及びそのグループ会社等（共同保有者及び特別関係者を含みます。）の概要

（大量買付者の事業内容、資本構成、当社及び当社グループ会社の事業と同種の事業に

ついての経験に関する情報を含みます。） 

 

②　大量買付行為の目的及び内容（大量買付行為の買付対価の価額・種類、大量買付行為の

時期、関連する取引の仕組み、大量買付行為の方法の適法性、大量買付行為及び関連す

る取引の実現可能性等を含みます。） 
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③　大量買付行為の買付対価の算定根拠及びその支払いのための資金の裏付け（資金の提

供者（実質的提供者を含みます。）の具体的名称、調達方法、関連する取引の内容を含

みます。） 

 

④　大量買付行為完了後に予定している当社及び当社グループ会社に係る経営者候補（当

社及び当社グループ会社の事業と同種の事業についての経験に関する情報を含みま

す。）、経営方針、事業計画、財務計画、資本政策、配当政策、資産活用策 

 

⑤　当社及び当社グループの会社の顧客、国内外の製造・販売会社、地域社会、従業員等のス

テークホルダーと当社及び当社グループ会社との関係に関し、大量買付行為完了後に

予定する変更の有無及びその内容 

 

　なお、大量買付行為の提案があった事実及び当社取締役会に提供された本必要情報は、当

社株主の皆様のご判断のために必要であると認められる場合には、適用ある法令及び金融

商品取引所規則に従い、当社取締役会が適切と判断する時点で、その全部または一部を開示

いたします。 

 

ウ. 取締役会による評価期間の設定等 

　当社取締役会は、本必要情報を受領した後、最大60日間（対価を現金（円貨）のみとする

公開買付けによる当社全株式の買付けの場合）または最大90日間（その他の大量買付行為

の場合）を当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間（以下

「取締役会評価期間」といいます。）として設定いたします。但し、当社取締役会は、当社取

締役全員（但し、やむを得ない事由（取締役の重度の病気、交通機関の事故、天災地変等の

不可抗力等やむを得ない事情による場合に限ります。）により当該取締役会決議に参加で

きない取締役を除きます。）が出席する取締役会の全会一致の決議により、取締役会評価期

間を必要な範囲内で、最大30日間延長できるものとします。取締役会評価期間を延長する場

合には、延長が必要とされる理由及び延長する期間を大量買付者に対して通知すると共に、

当社株主の皆様に開示いたします。 

　取締役会評価期間は、当社取締役会が、大量買付者から提供された情報を精査し、必要に応

じて外部専門家等の助言を受けた上で、大量買付者による本必要情報の提供が完了したと

判断した日の翌日から開始します。当社取締役会は、大量買付者による本必要情報の提供が

完了したと判断した場合には、速やかにその旨及び取締役会評価期間が満了する日を公表

いたします。大量買付行為は、取締役会評価期間の経過後にのみ開始されるものとします。 

 

　取締役会評価期間中、当社取締役会は、必要に応じて適宜外部専門家等の助言を受けなが

ら、大量買付者から提供された本必要情報を十分に評価・検討し、当社の企業価値ひいては

株主の皆様の共同の利益の確保・向上の観点から、当社取締役会としての意見を慎重にと

りまとめ、公表いたします。また、必要に応じ、大量買付者との間で大量買付行為に関する条

件改善について交渉し、また当社取締役会として当社株主の皆様に対し代替案を提示する

こともあります。 

EDINET提出書類

日本精工株式会社(E01600)

四半期報告書

14/57



 

(4) 対抗措置の発動 

 

ア. 大量買付者が大量買付ルールを遵守した場合 

　大量買付者が大量買付ルールを遵守した場合、当社取締役会は、仮に当該大量買付行為に

反対であったとしても、反対意見の表明、代替案の提示、株主の皆様への説明等を行う可能

性は排除しないものの、当該大量買付行為に対する対抗措置は講じません。大量買付行為の

提案に応じるか否かは、株主の皆様において、当該大量買付行為に関する本必要情報及びそ

れに対する当社取締役会の意見、代替案等をご考慮の上、ご判断いただくこととなります。 

　但し、大量買付者が大量買付ルールを遵守した場合であっても、当該大量買付行為が当社

の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうおそれがある場合には、取締

役会評価期間満了後に、株主総会を開催し、大量買付行為に対し、対抗措置を発動すべきか

否かを株主の皆様のご判断に委ねるものとします。また、当社取締役会は、当該大量買付行

為が次のいずれかの類型に該当し、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著

しく損なう場合には、例外的に対抗措置を発動することがあります。 

 

①　真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、株価をつり上げて高値で株式を当

社または当社関係者に引き取らせる目的で当社株式等の取得を行っている場合（いわ

ゆるグリーンメイラーの場合） 

 

②　当社の会社経営を一時的に支配して当社または当社グループ会社の事業経営上必要な

知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先または顧客等の当社または当社グ

ループ会社の資産を当該大量買付者またはそのグループ会社等に移転させる目的で当

社株式の取得を行っている場合 

 

③　当社の会社経営を支配した後に、当社または当社グループの資産を当該大量買付者また

はそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として不当に流用する目的で、当社株

式の取得を行っている場合 
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④　当社の会社経営への参加の目的が、主として、当社の会社経営を一時的に支配して、当社

または当社グループ会社の事業に当面関係していない不動産、有価証券等の高額資産

等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるかあるいは一時

的高配当による株価の急上昇の機会を狙って当社株式の高価売り抜けをすることにあ

る場合 

 

⑤　大量買付者の提案する買収の方法が、強圧的二段階買付け（第一段階の買付けで当社株

式の全てを買い付けられない場合の二段階目の買付けの条件を不利に設定しもしくは

明確にせず、または上場廃止等による将来の当社株式の流通性に関する懸念を惹起せ

しめるような株式の買付けを行い、株主の皆様に対して買付けに応じることを事実上

強要するもの）に代表される、構造上株主の皆様の判断の機会または自由を制約し、事

実上、株主の皆様に当社株式の売却を強要するおそれがある場合 

 

イ. 大量買付者が大量買付ルールを遵守しない場合 

　大量買付者が大量買付ルールを遵守しない場合には、具体的な買付方法の如何にかかわら

ず、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上することを目的

として、対抗措置を発動する場合があります。大量買付者が大量買付ルールを遵守したか否

か及び対抗措置の発動の是非は、外部専門家等の意見も参考にし、当社取締役会が決定いた

します。 

　但し、当社取締役会が、大量買付者による大量買付行為の内容、大量買付者から提供された

情報の内容、時間的猶予等の諸般の事情を考慮の上、株主の皆様のご意思を確認することが

実務上可能であり、かつ、法令及び当社取締役の善管注意義務等に照らして、当社取締役会

が株主の皆様のご意思を確認するために株主総会を開催し、対抗措置を発動することの是

非について株主の皆様にご判断いただくことが適切であると判断した場合には、取締役会

評価期間満了後に、株主総会を開催し、大量買付行為に対し、対抗措置を発動することの是

非について株主の皆様のご判断に委ねるものとします。 

 

　なお、上記ア.に記載の場合を含め、対抗措置発動に係る当社取締役会の決定（株主総会の決議

に基づく場合を除きます。）は、取締役全員（但し、やむを得ない事由（取締役の重度の病気、交

通機関の事故、天災地変の不可抗力等やむを得ない事情による場合に限ります。）により当該取

締役会決議に参加できない取締役を除きます。）が出席する取締役会の全会一致の決議による

ものとします。 

 

(5) 株主意思の確認手続き 

　当社取締役会は、上記(4)のとおり、株主総会を開催し、対抗措置を発動することの是非につい

て株主の皆様にご判断いただく場合には、取締役会評価期間満了後に、法令及び当社定款の定め

に従って、速やかに株主総会を開催し、大量買付行為に対し、対抗措置を発動することの是非に

ついて株主の皆様のご判断に委ねるものとします。当社取締役会は、取締役会評価期間満了後60

日以内に株主総会を開催し、大量買付行為への対抗措置の発動に関する議案を株主総会に上程

EDINET提出書類

日本精工株式会社(E01600)

四半期報告書

16/57



するものとしますが、事務手続上の理由から60日以内に開催できない場合は、事務手続上可能な

最も早い日において開催するものとします。但し、当社取締役会は、株主総会において株主の皆

様が判断するための情報に関し、重要な変更が発生した場合には、株主総会のための基準日を設

定した後であっても、当該基準日の変更、及び株主総会の開催の延期もしくは中止をすることが

できるものとします。 

　株主総会を開催する場合には、大量買付者は、当該株主総会終結時まで、大量買付行為を開始し

てはならないものとします。なお、大量買付者が株主総会終結時までに大量買付行為を開始した

ときは、当社取締役会は、株主総会の開催を中止し、当社取締役会の決議のみにより対抗措置を

発動することができるものとします。 

　上記にかかわらず、当社取締役会は、株主の皆様が大量買付行為に応じるか否かの判断を株主

の皆様の個々のご判断に委ねるのが相当であり、対抗措置を発動することが適切ではないと判

断する場合には、株主総会を開催しないことができるものとします。この場合、当社取締役会は、

当該大量買付行為に対し対抗措置を発動しません。 

 

(6) 対抗措置の内容 

 

　本プランにおける対抗措置としては、新株予約権無償割当てを行います。かかる新株予約権無

償割当てに係る新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の概要は、別紙Bに記載のと

おりといたします。 

 

(7) 対抗措置発動の中止または撤回について 

当社取締役会または当社株主総会において対抗措置の発動が決議された後、 

①　大量買付者が大量買付行為を中止もしくは撤回した場合、または、

②　対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、かつ、当社の企

業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上という観点から、発動した対抗措置

を維持することが客観的に相当でないと考えられる状況に至った場合には、 

当社取締役会は、対抗措置の発動の中止または撤回を行うことがあります。 

 

　但し、本新株予約権の無償割当ての割当期日（以下「割当期日」といいます。）に係る権利落

ち日（割当期日の3営業日前の日を意味します。以下「本権利落ち日」といいます。）の前々営

業日までにおいては本新株予約権の無償割当てを中止する場合がありますが、本新株予約権の

無償割当てが実施され、当社の株式1株当たりの経済的価値の希釈化が生じることを信頼して、

本権利落ち日よりも前に当社の株式の売買を行われた投資家の皆様が株価の変動により損害を

被らないよう、本権利落ち日の前営業日以降においては、本新株予約権の無償割当ては中止され

ないものとします。 

 

3. 株主・投資家に与える影響等 

 

(1) 本プランの導入時に株主・投資家の皆様に与える影響 
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　本プランの導入時点においては、本新株予約権の無償割当て自体は行われませんので、株主の

皆様及び投資家の皆様の権利・利益に直接具体的な影響が生じることはありません。 

 

(2) 本新株予約権の無償割当て時に株主・投資家に与える影響 

　当社取締役会または当社株主総会が対抗措置の発動を決定し、本新株予約権の無償割当てに係

る決議を行った場合には、当社取締役会または当社株主総会が別途定める割当期日における最

終の株主名簿または実質株主名簿に記載または記録された株主の皆様に対し、その保有する当

社普通株式1株につき1個の割合で本新株予約権が新株予約権無償割当ての方法により割り当て

られます。株主の皆様が保有する当社の株式1株当たりの経済的価値の希釈化は生じるものの、

保有する当社の株式全体の経済的価値の希釈化は生じず、また当社の株式1株当たりの議決権の

希釈化は生じないことから、株主の皆様の有する当社の株式全体に係る法的権利及び経済的利

益に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりません。 

　なお、当社取締役会または当社株主総会が、本新株予約権の無償割当てに係る決議をした場合

であっても、上記2.(7)に記載の手続等に従い当社取締役会が発動した対抗措置の中止または撤

回を決定した場合には、株主の皆様が保有する当社の株式1株当たりの経済的価値の希釈化も生

じないことになるため、当社の株式1株当たりの経済的価値の希釈化が生じることを前提にして

売買を行った投資家の皆様は、株価の変動により損害を被る可能性があります。 

 

(3) 本新株予約権の無償割当ての実施後における本新株予約権の行使または取得に際して株主の皆

様及び投資家の皆様に与える影響 

　本新株予約権の行使または取得に関しては差別的条件が付されることが予定されているため、

当該行使または取得に際して、大量買付者の法的権利等に希釈化が生じることが想定されます

が、この場合であっても、大量買付者以外の株主の皆様及び投資家の皆様の有する当社株式に係

る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりません。 

　もっとも、株主の皆様が権利行使期間内に、所定の行使価格相当の金額の払込その他本新株予

約権の行使に係る手続を経なければ、他の株主の皆様による本新株予約権の行使により、法的権

利等に希釈化が生じることになります（但し、当社が本新株予約権を当社普通株式と引換えに

取得することができると定めた場合において、当社が取得の手続をとり、本新株予約権の取得の

対価として株主の皆様に当社普通株式を交付する場合を除きます。）。 
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　なお、当社は、上記2.(7)のとおり、当社取締役会または当社株主総会が本新株予約権の無償割

当てに係る決議をした場合であっても、大量買付者が大量買付行為を撤回したなどの理由によ

り、本権利落ち日の前々営業日までにおいては本新株予約権の無償割当てを中止することがあ

りますが、本権利落ち日の前営業日以降は、本新株予約権の無償割当ての中止、または、本新株予

約権の無償取得を行うことはありません。 

 

4. 対抗措置の発動に伴って株主の皆様に必要となる手続き 

 

(1) 名義書換の手続き 

　対抗措置として、当社取締役会または当社株主総会において、本新株予約権の無償割当てに係

る決議をした場合には、当社は、本新株予約権の無償割当てに係る割当期日を公告いたします。

割当期日における当社の最終の株主名簿または実質株主名簿に記載または記録された株主の皆

様に対し本新株予約権が無償にて割当てられますので、名義書換未了の株主の皆様におかれま

しては、公告された割当期日までに速やかに株式の名義書換手続きを完了していただく必要が

あります。なお、証券保管振替機構に対する預託されている株券については、名義書換手続は不

要です。 

 

(2) 本新株予約権の無償割当ての効力発生日における手続 

　本新株予約権は新株予約権無償割当ての方法により割り当てられますので、割当期日における

最終の株主名簿または実質株主名簿に記載または記録された株主の皆様には、本新株予約権の

無償割当ての効力発生日において、当然に本新株予約権が付与されるため、申込みの手続を取っ

ていただく必要はありません。 

 

(3) 本新株予約権の行使の手続き 

　当社は、割当期日における当社の最終の株主名簿または実質株主名簿に記載または記録された

株主の皆様に対し、本新株予約権の行使請求書（株主の皆様が非適格者(別紙Bに定義される。以

下同じとします。)でないこと等について確認する旨の文言を記載した当社所定の書式によるも

のとします。）その他本新株予約権の権利行使に必要な書類を送付いたします。本新株予約権の

無償割当て後、株主の皆様は、権利行使期間内に、これらの必要書類を提出した上、所定の行使価

額相当の金額を払込取扱場所に払い込むことにより、1個の本新株予約権につき、当社取締役会

または当社株主総会が別途定める数の当社普通株式の発行を受けることになります。 

 

(4) 取得条項付本新株予約権について取得手続が取られた場合 

 

　取得条項を付して本新株予約権の無償割当てを実施した場合には、当社が所定の手続を取れ

ば、取得の対象として決定された本新株予約権を保有する株主の皆様は、行使価額相当の金額を

払い込むことなく、当社による本新株予約権の取得の対価として、当社普通株式の交付を受ける

ことになります（なお、この場合、株主の皆様には、別途、非適格者でないこと等について確認す

る旨の文言を記載した当社所定の書式による書面をご提出いただくことがあります。）。 
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(5) その他 

 

　上記のほか、割当方法、名義書換方法、行使の方法及び当社による取得の方法の詳細につきまし

ては、本新株予約権の無償割当てに関する当社取締役会または当社株主総会の決議が行われた

後、株主の皆様に対して情報開示または通知いたしますので、当該内容をご確認ください。 

 

5. 本プランの適用開始と有効期間 

 

本プランの有効期間は、本定時株主総会終了後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関

する定時株主総会終結の時まで（平成23年（2011年）6月に開催予定の定時株主総会終結の時ま

で）とし、以降、本プランの継続（一部修正した上での継続を含みます。）については3年ごとに定時

株主総会の承認を得るものとします。 

　なお、かかる有効期間の満了前であっても、①当社株主総会において本プランを廃止もしくは変更

する旨の議案が承認された場合、または、②当社取締役会において本プランを廃止する旨の決議が行

われた場合には、本プランはその時点で廃止または変更されるものとします。 

　また、法令の新設または改廃により、本プランの内容、本プランに定める条項または用語の意義等に

修正を加える必要が生じた場合には、当該新設または改廃の趣旨を考慮の上、当社株主の皆様に不利

益を与えない場合に限り、当社取締役会の決議により適切な内容に修正することができるものとし

ます。 

　当社は、本プランが廃止または変更された場合には、当該廃止または変更の事実その他の事項につ

いて、適用ある法令及び金融商品取引所規則に従い、適切な時期及び方法により公表いたします。 

 

6. 本プランの合理性 

 

(1) 買収防衛策に関する指針の要件等を完全に充足していること 

　本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年（2005年）5月27日に発表した「企業価値・株

主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」に定められた三原則（①株主

共同の利益の確保・向上の原則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性確保の原則）

を完全に充足しています。 

 

(2) 本プランが企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上を目的として導入されてい

ること 

　本プランは、上記1.に記載のとおり、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保

・向上させることを目的として導入したものであり、株主の皆様が必要十分な情報及び一定の

検討期間に基づいて、大量買付行為の提案に応じるか否か、あるいは対抗措置の発動に賛成する

か否かをご判断できる仕組みとなっています。 
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(3) 株主意思を重視するものであること 

　当社は、本定時株主総会において本プランの導入に関連する議案（定款変更議案及び本プラン

の導入に関する議案）をお諮りし、かかる議案がいずれも承認され、本プランを導入しました。 

　また、当社取締役会が株主の皆様のご意思を確認するため株主総会を開催し、大量買付行為に

対して、対抗措置を発動することの是非について株主の皆様にご判断いただくことが適切であ

ると判断した場合には、株主総会を開催し、その是非を株主の皆様にご判断いただくこととして

おり、株主の皆様の意思が十分に反映できる内容となっています。 

　さらに、当社株主総会または当社取締役会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場

合には、当該時点で本プランは廃止されることから、この点でも株主の皆様の意思が反映されま

す。 

 

(4) 対抗措置発動における取締役会による恣意的な判断を排除するための仕組みの確保 

　本プランでは、いわゆる独立委員会は設置されておりませんが、大量買付者が大量買付ルール

を遵守している場合において対抗措置を発動しようとする場合には、原則として、上記(3)に記

載のとおり、株主総会を開催して、対抗措置を発動することの是非について株主の皆様にご判断

いただくこととしております。 

　また、大量買付者が大量買付ルールを遵守していない場合を含め、当社取締役会が対抗措置の

発動を決定する場合には、上記2.(4)に記載のとおり、独立性のある社外取締役を含む取締役全

員が出席する当社取締役会の全会一致の決議によることとしております。 

　従いまして、本プランでは、対抗措置発動における当社取締役会による恣意的な判断を排除す

るための仕組みが確保されています。 
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(5) 合理的且つ客観的な対抗措置発動要件の設定 

　本対応方針は、上記2.(4)及び(5)に記載のとおり、合理的且つ客観的な要件が充足されない限

りは、対抗措置が発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止

するための仕組みが確保されています。 

 

(6) デッドハンド型及びスローハンド型買収防衛策ではないこと 

　上記5.のとおり、本プランは、取締役会の構成員の過半数が賛成した場合には、いつでも廃止す

ることができるものであり、いわゆるデッドハンド型の買収防衛策（取締役会の構成員の過半

数を交代させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。 

　また、当社取締役の任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時

株主総会の終結の時までとなっており（定款第23条第1項）、いわゆるスローハンド型の買収防

衛策（取締役会の構成員の交代を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時

間を要する買収防衛策）ではありません。 

 

以　上
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別紙A
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別紙B

本新株予約権の概要

 

1. 本新株予約権の割当対象株主及びその発行条件 

当社取締役会または当社株主総会が別途定める一定の日（以下「割当期日」といいます。）におけ

る当社の最終の株主名簿または実質株主名簿に記載または記録された株主に対し、その所有する当

社普通株式（但し、当社の所有する当社普通株式を除く。）1株につき1個の割合で新たに払込みをさ

せないで本新株予約権を割当てるものとします。 

 

2. 本新株予約権の目的となる株式の種類及び数 

本新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権の目的となる株式の総数

は、割当期日における当社発行可能株式総数から当社普通株式の発行済株式（当社の所有する当社

普通株式を除きます。）の総数を減じた株式数を上限とする。本新株予約権1個当たりの目的となる

株式の数は当社取締役会または当社株主総会が別途定める数とする。但し、当社が株式分割または株

式併合を行う場合は、所要の調整を行うものとします。 

 

3. 株主に割当てる本新株予約権の総数 

本新株予約権の割当総数は、当社取締役会または当社株主総会が別途定める数とします。当社取締役

会または当社株主総会は、複数回にわたり本新株予約権の割当てを行うことがあります。

 

4. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額（払込みをなすべき額） 

本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額（払込みをなすべき額）は1円以

上で当社取締役会または当社株主総会が定める額とします。 

 

5. 本新株予約権の譲渡制限 

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要します。 

 

6. 本新株予約権の行使条件 

①特定大量保有者（注1） 、②特定大量保有者の共同保有者（注2） 、③特定大量買付者(注3） 、④

特定大量買付者の特別関係者、もしくは⑤これら①乃至④の者から本新株予約権を当社取締役会の

承認を得ることなく譲受けもしくは承継した者、または、⑥これら①乃至⑤に該当する者の関連者

（注4） （これらの者を総称して、以下「非適格者」といいます。）は、本新株予約権を行使するこ

とができないものとします。なお、本新株予約権の行使条件の詳細については、当社取締役会または

当社株主総会において別途定めるものとします。 
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７. 当社による本新株予約権の取得の条件 

当社は、当社取締役会または当社株主総会が別途定める日において、非適格者以外の者が所有する本

新株予約権を取得し、これと引替えに本新株予約権1個につき対象株式数の当社の普通株式を交付す

ることができるものとします。なお、本新株予約権の取得条件の詳細については、当社取締役会また

は当社株主総会において別途定めるものとします。 

 

8. 対抗措置発動の中止等の場合の無償取得 

当社取締役会が、発動した対抗措置の中止または撤回を決議した場合その他当社取締役会または当

社株主総会が別途定める場合には、当社は、本新株予約権の全部を無償にて取得することができるも

のとします。 

 

9. 本新株予約権の行使期間等 

本新株予約権の行使期間その他必要な事項については、当社取締役会または当社株主総会において

別途定めるものとします。 

　　　　　　　　　　　　　　　　

以　上

　

（注1）当社が発行者である株券等の保有者で、当該株券等に係る株券等保有割合が20％以上である

者、または、これに該当することとなると当社取締役会が認める者をいいます。但し、その者が

当社の株券等を取得・保有することが当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に反

しないと当社取締役会が認めた者その他本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会

が別途定める者は、これに該当しないこととします。 

（注2）金融商品取引法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有

者とみなされる者を含みます。 

（注3）公開買付けによって当社が発行者である株券等（金融商品取引法27条の2第1項に規定する株

券等を意味します。以下本注において同じです。）の買付け等を行う旨の公告を行った者で、

当該買付け等の後におけるその者の所有（これに準ずるものとして金融商品取引法施行令第

7条第1項に定めるものを含みます。）に係る株券等の株券等所有割合がその者の特別関係者

の株券等所有割合と合計して20％以上となる者、または、これに該当することとなると当社取

締役会が認める者をいいます。但し、その者が当社の株券等を取得・保有することが当社の企

業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者その他本新株

予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める者は、これに該当しないこととし

ます。 

（注4）ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配されもしくはその者と共同

の支配下にある者（当社取締役会がこれらに該当すると認めた者を含みます。）、またはその

者と協調して行動する者として当社取締役会が認めた者をいいます。なお、「支配」とは、他

の会社等の「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」（会社法施行規則第3条第3項

に規定されます。）をいいます。

　

EDINET提出書類

日本精工株式会社(E01600)

四半期報告書

25/57



Ⅳ. 上記Ⅱ.の取組みについての取締役会の判断 

　上記Ⅱ.の取組みは、当社の中長期的な企業価値の向上のための基本的な取組みの一環であり、当社の

企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を向上させることを目的として実施しているものです。か

かる取組みを通じて、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を向上させることにより、上記

Ⅰ.記載の当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を毀損するおそれがある当社株式の大量

の買付行為は困難になるものと考えられ、よって、上記Ⅱ.の取組みは、上記Ⅰ.の基本方針に資するも

のであると考えております。 

　従いまして、上記Ⅱ.の取組みは上記Ⅰ.の基本方針に沿うものであり、当社の株主の皆様の共同の利

益を損なうものではなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと考えておりま

す。 

 

Ⅴ. 上記Ⅲ.の取組みについての取締役会の判断 

　上記Ⅲ.の取組みは、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保・向上させることを目

的として、大量買付者に対して、当該大量買付者が実施しようとする大量買付行為に関する必要な情報

の提供、及び、その内容の評価・検討等に必要な期間の確保を求めるために導入されたものです。また、

上記Ⅲ.の取組みにおいては、そのような情報提供と検討等の期間の確保の要請に応じない大量買付者

に対して取締役会決議により対抗措置を発動できることとするとともに、当社の企業価値ひいては株

主の皆様の共同の利益を著しく損なうおそれのある大量買付行為を行おうとする大量買付者に対して

株主総会決議により対抗措置を発動できる（但し、一定の類型に該当し、当社の企業価値ひいては株主

の皆様の共同の利益を著しく損なう場合には取締役会決議により発動できます。）こととすることで、

これらの大量買付者による大量買付行為を防止するものであり、よって、上記Ⅰ.の基本方針に照らし

て不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みで

あります。さらに、上記Ⅲ.の取組みにおいては、大量買付者が大量買付ルールを遵守している場合にお

いて対抗措置を発動しようとする場合には、原則として、株主総会を開催して、対抗措置を発動するこ

との是非について株主の皆様にご判断いただくこととしており、また、大量買付者が大量買付ルールを

遵守していない場合を含め、当社取締役会が対抗措置の発動を決定する場合には、独立性のある社外取

締役を含む取締役全員が出席する当社取締役会の全会一致の決議によることとしており、当社取締役

会の恣意的な判断を排し、上記Ⅲ.の取組みの合理性及び公正性を確保するための様々な制度及び手続

が確保されているものであります。 

　従いまして、上記Ⅲ.の取組みは上記Ⅰ.の基本方針に沿うものであり、当社の株主の皆様の共同の利

益を損なうものではなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと考えておりま

す。 
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(5) 研究開発活動

当第２四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、28億50百万円であります。

なお、研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

　

(6) 戦略的現状と見通し

円高や金融危機の影響によるグローバルな景気減速など、事業を取り巻く環境は厳しさを増しており

ます。資源・エネルギー関連向けなど産業機械軸受の一部を除き、自動車関連製品、精密機器関連製品と

もに当面は需要の低下が想定されますが、中期経営計画で取組んできた戦略や施策は確実に成果を上げ

つつありますので、次の成長に向けて体質強化を更に加速し、競争力の強化に努めるとともに、人・モノ

・カネを徹底的にスリム化することによりキャッシュフロー重視の経営に取組んでまいります。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第２四半期連結会計期間において、重要な設備の新設、除却等の計画に重要な変更はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】
　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 1,700,000,000

計 1,700,000,000

　 

　

② 【発行済株式】
　

種類
第２四半期会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成20年９月30日)

提出日現在 
発行数(株) 

(平成20年11月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 551,268,104 551,268,104
東京証券取引所（市場第一部）
大阪証券取引所（市場第一部）

―

計 551,268,104 551,268,104 ― ―

　 (注)　「提出日現在発行数」には、平成20年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の権利行使によ
り発行された株式数は、含まれておりません。
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(2) 【新株予約権等の状況】

①　平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく、ストック・オプション

　　の概要は次のとおりであります。

　

株主総会の特別決議日(平成16年６月29日)

第２四半期会計期間末現在
(平成20年９月30日)

新株予約権の数(個)      27(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 27,000(注)２

新株予約権の行使時の払込金額(円) 531　(注)３

新株予約権の行使期間
自　平成16年８月18日
至　平成21年８月17日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

　発行価格　　　　　　　531
　資本組入額　　　　　　266

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、本件新株予
約権の行使時において、当社の
取締役、執行役、従業員または
当社関係会社の取締役である
ことを要する。但し、その地位
を失った後も、本年株主総会決
議及び取締役会決議に基づき、
当社と対象者との間で締結す
る「新株予約権割当契約」の
定めに従い権利を行使するこ
とができる。
②その他の条件については、
「新株予約権割当契約」に定
める条件に従い、これを行使す
ることができる。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは、
当社取締役会の承認を要する
ものとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

―

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株である。

２　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。但し、

かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についての

み行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

　　　　調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

　　また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割

もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うものとする。

３　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の

端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

　　また、時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式によ

り行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。但し、本件新株予約権の行使の場合、及

び当社第139期定時株主総会の決議に基づき当社が取得した自己株式の当該総会決議に基づくストック・オ

プションの権利者への譲渡の場合は、行使価額の調整は行わないこととする。

既発行株式数 ＋
新発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
時価

既発行株式数＋新発行株式数

　　尚、上記株式数において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控

除した数とし、また自己株式を処分する場合には、「新発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える

ものとする。
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　 株主総会の特別決議日(平成17年６月29日)

第2四半期会計期間末現在 
(平成20年9月30日)

新株予約権の数(個)     413(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 413,000 (注)２

新株予約権の行使時の払込金額(円) 615 (注)３

新株予約権の行使期間
自　平成17年８月18日
至　平成22年８月17日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

　発行価格　　　　　　　615
　資本組入額　　　　　　308

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、本件新株予
約権の行使時において、当社の
取締役、執行役、従業員または
当社関係会社の取締役である
ことを要する。但し、その地位
を失った後も、本年株主総会決
議及び取締役会決議に基づき、
当社と対象者との間で締結す
る「新株予約権割当契約」の
定めに従い権利を行使するこ
とができる。
②その他の条件については、
「新株予約権割当契約」に定
める条件に従い、これを行使す
ることができる。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは、
当社取締役会の承認を要する
ものとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

―

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株である。

２　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。但し、

かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についての

み行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

　　調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

　　また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割

もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うものとする。

３　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の

端数は切り上げる。

調整後行使価額　＝ 調整前行使価額　×
１

分割・併合の比率

　　また、時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式によ

り行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。但し、本件新株予約権の行使の場合、及

び当社第139期定時株主総会の決議に基づき当社が取得した自己株式の当該総会決議に基づくストック・オ

プションの権利者への譲渡の場合は、行使価額の調整は行わないこととする。

既発行株式数 ＋
新発行株式数 ×１株当たり払込金額

調整後行使価額　＝ 調整前行使価額 ×
時価

既発行株式数 ＋ 新発行株式数

　　尚、上記株式数において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控

除した数とし、また自己株式を処分する場合には、「新発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える

ものとする。
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②　会社法第236条、第238及び第239条の規定に基づく、ストック・オプションの概要は次の

　　とおりであります。

　

株主総会の特別決議日(平成18年６月27日)

第２四半期会計期間末現在 
(平成20年９月30日)

新株予約権の数(個) 662(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 662,000(注)２

新株予約権の行使時の払込金額(円) 928 (注)３

新株予約権の行使期間
自　平成18年８月25日
至　平成23年８月24日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

　発行価格　　　　　　　928
　資本組入額　　　　　　464

新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割当を受けた
者は、権利行使の時点において
当社の取締役、執行役、従業員、
相談役、顧問または関係会社の
取締役、執行役員、顧問その他
これらに準ずる地位であるこ
とを要する。但し、任期満了に
よる退任、定年退職その他正当
な理由がある場合には、その地
位を失った後も、その日から２
年が経過する日（但し、権利行
使期間内）までに限り、行使す
ることができる。
②新株予約権者は、新株予約権
個数の全部または一部につき
行使することができる。但し、
一部を行使する場合には、割り
当てられた新株予約権の整数
倍の単位で行使するものとす
る。
③その他の条件については、当
社と新株予約権の割当を受け
る者との間で締結する新株予
約権割当契約に定めるところ
による。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による当該新株予約権の
取得については、当社取締役会
の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)４

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株である。

２　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。但し、

かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についての

み行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

　　調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

　　また、当社が資本の減少を行う場合等、目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める株式

数の調整を行うものとし、調整により生ずる１株未満の端数は切り捨てる。

３　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の

端数は切り上げる。

調整後行使価額　＝ 調整前行使価額　×
１

分割・併合の比率
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　　また、時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式によ

り行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。但し、本件新株予約権の行使の場合は、

行使価額の調整は行わないこととする。

既発行株式数 ＋
新発行株式数 ×１株当たり払込金額

調整後行使価額　＝ 調整前行使価額 ×
時価

既発行株式数 ＋ 新発行株式数

　　尚、上記株式数において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控

除した数とし、また自己株式を処分する場合には、「新発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える

ものとする。

４　当社が合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転（以下、組

織再編行為という。）をする場合においては、本新株予約権者に合併後存続する株式会社または合併により設

立する株式会社、分割する事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社、新設分割によ

り設立する株式会社、当社の発行済株式の全部を取得する株式会社及び株式移転により設立する株式会社

（以下、再編対象会社という。）の新株予約権を下記の条件で交付することができる。

①新株予約権の目的となる株式の種類

　再編対象会社の普通株式

②新株予約権の目的となる株式の数

　組織再編行為の条件に応じて合理的に調整を行うものとし、調整により生ずる１株未満の端数は切り捨て　

　る。

③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　組織再編行為の条件に応じて合理的に調整された数とし、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げ

　る。

④新株予約権の行使期間

　上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為

　の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使すること　

　ができる期間の満了日までとする。

⑤行使条件

　上記「新株予約権の行使の条件」に準じて定めるものとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

　上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて定めるも

　のとする。

　　⑦新株予約権の取得承認

　譲渡による当該新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
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株主総会の特別決議日(平成19年６月26日)

第２四半期会計期間末現在 
(平成20年９月30日)

新株予約権の数(個) 743(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 743,000(注)２

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1,312 (注)３

新株予約権の行使期間
自　平成19年８月28日
至　平成24年８月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

　発行価格　　　　　　 1,312
　資本組入額　 　　　    656

新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割当を受けた
者は、権利行使の時点において
当社の取締役、執行役、従業員、
相談役、顧問または関係会社の
取締役、執行役員、顧問その他
これらに準ずる地位であるこ
とを要する。但し、任期満了に
よる退任、定年退職その他正当
な理由がある場合には、その地
位を失った後も、その日から２
年が経過する日（但し、権利行
使期間内）までに限り、行使す
ることができる。
②新株予約権者は、新株予約権
個数の全部または一部につき
行使することができる。但し、
一部を行使する場合には、割り
当てられた新株予約権の整数
倍の単位で行使するものとす
る。
③その他の条件については、当
社と新株予約権の割当を受け
る者との間で締結する新株予
約権割当契約に定めるところ
による。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による当該新株予約権の
取得については、当社取締役会
の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)４

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株である。

２　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。但し、

かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についての

み行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

　　調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

　　また、当社が資本の減少を行う場合等、目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める株式

数の調整を行うものとし、調整により生ずる１株未満の端数は切り捨てる。

３　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の

端数は切り上げる。

調整後行使価額　＝ 調整前行使価額　×
１

分割・併合の比率
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　　また、時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式によ

り行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。但し、本件新株予約権の行使の場合は、

行使価額の調整は行わないこととする。

既発行株式数 ＋
新発行株式数 ×１株当たり払込金額

調整後行使価額　＝ 調整前行使価額 ×
時価

既発行株式数 ＋ 新発行株式数

　　尚、上記株式数において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控

除した数とし、また自己株式を処分する場合には、「新発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える

ものとする。

４　当社が合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転（以下

「組織再編行為」という。）をする場合においては、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約

権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社または合併により設

立する株式会社、分割する事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社、新設分割によ

り設立する株式会社、当社の発行済株式の全部を取得する株式会社及び株式移転により設立する株式会社

（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を下記の条件で交付することとする。この場合においては、

残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。

但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割

契約、新設分割契約、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

　組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の数と同一の数とする。

②新株予約権の目的となる株式の種類

　再編対象会社の普通株式

③新株予約権の目的となる株式の数

　組織再編行為の条件に応じて合理的に調整された数とし、調整により生ずる１株未満の端数は切り捨て

　る。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　組織再編行為の条件に応じて合理的に調整された額とし、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げ

　る。

⑤新株予約権の行使期間

　上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為

　の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使すること

　ができる期間の満了日までとする。

⑥その他の行使条件

　上記「新株予約権の行使の条件」に準じて定めるものとする。

⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

　上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて定める

　ものとする。

⑧新株予約権の取得承認

　譲渡による当該新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
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株主総会の特別決議日(平成20年６月25日)

第２四半期会計期間末現在 
(平成20年９月30日)

新株予約権の数(個) 785(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 785,000(注)２

新株予約権の行使時の払込金額(円) 932 (注)３

新株予約権の行使期間
自　平成20年８月26日
至　平成25年８月25日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

　発行価格　　　　　　 　932
　資本組入額　　　 　    466

新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割当を受けた
者は、権利行使の時点において
当社の取締役、執行役、従業員、
相談役、顧問または関係会社の
取締役、執行役員、顧問その他
これらに準ずる地位であるこ
とを要する。但し、任期満了に
よる退任、定年退職その他正当
な理由がある場合には、その地
位を失った後も、その日から２
年が経過する日（但し、権利行
使期間内）までに限り、行使す
ることができる。
②新株予約権者は、新株予約権
個数の全部または一部につき
行使することができる。但し、
一部を行使する場合には、割り
当てられた新株予約権の整数
倍の単位で行使するものとす
る。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による当該新株予約権の
取得については、当社取締役会
の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)４

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株である。

２　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。但し、

かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についての

み行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

　　調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

　　また、当社が資本の減少を行う場合等、目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める株式

数の調整を行うものとし、調整により生ずる１株未満の端数は切り捨てる。

３　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の

端数は切り上げる。

調整後行使価額　＝ 調整前行使価額　×
１

分割・併合の比率
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　　また、時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式によ

り行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。但し、本件新株予約権の行使の場合は、

行使価額の調整は行わないこととする。

既発行株式数 ＋
新発行株式数 ×１株当たり払込金額

調整後行使価額　＝ 調整前行使価額 ×
時価

既発行株式数 ＋ 新発行株式数

　　尚、上記株式数において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控

除した数とし、また自己株式を処分する場合には、「新発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える

ものとする。

４　当社が合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転（以下

「組織再編行為」という。）をする場合においては、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約

権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社または合併により設

立する株式会社、分割する事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社、新設分割によ

り設立する株式会社、当社の発行済株式の全部を取得する株式会社及び株式移転により設立する株式会社

（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を下記の条件で交付することとする。この場合においては、

残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。

但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割

契約、新設分割契約、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

　組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の数と同一の数とする。

②新株予約権の目的となる株式の種類

　再編対象会社の普通株式

③新株予約権の目的となる株式の数

　組織再編行為の条件に応じて合理的に調整された数とし、調整により生ずる１株未満の端数は切り捨て 

　る。 

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　組織再編行為の条件に応じて合理的に調整された額とし、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げ

　る。

⑤新株予約権の行使期間

　上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為

　の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使すること

　ができる期間の満了日までとする。

⑥行使条件

　上記「新株予約権の行使の条件」に準じて定めるものとする。

⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

　上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて定める

　ものとする。

⑧新株予約権の取得承認

　譲渡による当該新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
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(3) 【ライツプランの内容】

　　該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（千株）

発行済株式
総数残高
（千株）

資本金
増減額
（百万円）

資本金残高

（百万円）

資本準備金
増減額
（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

平成20年７月１日～
平成20年９月30日

―
551,268

―
67,176

―
77,923

　

(5) 【大株主の状況】

平成20年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）

東京都港区浜松町２丁目11番３号 42,267 7.67

富国生命保険相互会社 東京都千代田区内幸町２丁目２番２号 32,000 5.80

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 30,575 5.55

明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内２丁目１番１号 26,726 4.85

株式会社みずほコーポレート銀
行

東京都千代田区丸の内１丁目３番３号 21,511 3.90

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海１丁目８番１１号 20,747 3.76

ステート　ストリート　バンク　ア
ンド　トラスト　カンパニー（常
任代理人　株式会社みずほコーポ
レート銀行兜町証券決済業務
室）

Ｐ．Ｏ．ＢＯＸ　３５１　ＢＯＳＴＯＮ　ＭＡ
ＳＳＡＣＨＵＳＥＴＴＳ　０２１０１　Ｕ．
Ｓ．Ａ．
（東京都中央区日本橋兜町６番７号）

18,349 3.33

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口４Ｇ）

東京都中央区晴海１丁目８番１１号 13,808 2.50

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（住友信託銀行再
信託分・トヨタ自動車株式会社
退職給付信託口）

東京都中央区晴海１丁目８番１１号 10,709 1.94

トヨタ自動車株式会社 愛知県豊田市トヨタ町１番地 10,000 1.81

計 ― 226,693 41.12

(注)　１ 株式数は、千株未満を切り捨てております。

２ 上記以外に、当社は自己株式10,254,316株（発行済株式総数に対する所有株式数の割合1.86％）を保有し

   ております。 
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】　　

平成20年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)
普通株式

10,254,000 ― ―

(相互保有株式)
普通株式

661,000 ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 538,572,000 538,572 ―

単元未満株式 普通株式 1,781,104 ― ―

発行済株式総数 551,268,104 ― ―

総株主の議決権 ― 538,572 ―

(注) １　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株(議決権1個)含まれて

おります。

２　「単元未満株式」欄には、当社の自己保有株式及び相互保有株式が次のとおり含まれております。

自己保有株式 316株

相互保有株式 八木工業㈱ 221株

ＮＳＫワーナー㈱ 98株

　

② 【自己株式等】

平成20年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式

総数に対する

所有株式数

の割合(％)

(自己株式)

日本精工㈱
東京都品川区大崎

１―６―３
10,254,000 － 10,254,0001.86

(相互保有株式)

ＮＳＫワーナー㈱
東京都品川区大崎

１―６―３
420,000 － 420,000 0.08

井上軸受工業㈱
大阪府堺市一条通
                  19―21

200,000 － 200,000 0.04

八木工業㈱
群馬県高崎市倉賀野町

3121
28,000 － 28,000 0.01

㈱野村鐵工所
富山県高岡市戸出春日

796―１
13,000 － 13,000 0.00

計 ― 10,915,000 － 10,915,0001.98

(注)　相互保有株式におきまして株主名簿上は中外商事㈱名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が　　

1,000株(議決権1個)あります。尚、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株

式に含めております。
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２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年
　４月 　５月 　６月 　７月 　８月 　９月

最高(円) 881 1,0461,077 950 893 778

最低(円) 719 803 920 827 742 556

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりでありま

す。

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

 執行役
 メカトロ事業部担当
 メカトロ技術開発センター所長

 執行役
 メカトロ技術開発センター所長

長　竹　和　夫 平成20年10月11日
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期連結会計期間(平成20年７月　

１日から平成20年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30日

まで)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けておりま

す。　
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

当第２四半期
連結会計期間末

(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 60,081 66,259

受取手形及び売掛金 149,168 137,439

有価証券 29,298 51,600

製品 65,033 57,860

原材料及び貯蔵品 11,463 10,156

仕掛品 42,786 33,832

その他 48,508 48,488

貸倒引当金 △1,179 △1,223

流動資産合計 405,159 404,412

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※１
 77,922

※１
 77,773

機械装置及び運搬具（純額） ※１
 136,849

※１
 125,577

その他（純額） ※１
 57,936

※１
 64,704

有形固定資産合計 272,708 268,055

無形固定資産 10,584 10,520

投資その他の資産

投資有価証券 84,986 91,051

前払年金費用 44,519 43,830

その他 11,235 11,499

貸倒引当金 △715 △789

投資その他の資産合計 140,025 145,591

固定資産合計 423,318 424,167

資産合計 828,477 828,580
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(単位：百万円)

当第２四半期
連結会計期間末

(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 132,304 130,966

短期借入金 87,704 84,787

1年内償還予定の社債 － 10,000

未払法人税等 6,974 6,199

その他 58,015 62,364

流動負債合計 284,998 294,318

固定負債

社債 127,000 127,000

長期借入金 47,027 42,625

退職給付引当金 28,603 36,592

役員退職慰労引当金 1,302 1,202

環境対策引当金 178 268

その他 41,221 42,795

固定負債合計 245,334 250,486

負債合計 530,333 544,804

純資産の部

株主資本

資本金 67,176 67,176

資本剰余金 78,324 78,304

利益剰余金 149,724 154,846

自己株式 △4,151 △4,134

株主資本合計 291,075 296,193

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 16,011 18,216

為替換算調整勘定 △25,281 △21,586

英国子会社等の退職給付債務処理累計額 － △24,909

評価・換算差額等合計 △9,269 △28,279

新株予約権 234 170

少数株主持分 16,104 15,690

純資産合計 298,144 283,775

負債純資産合計 828,477 828,580
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

売上高 383,325

売上原価 299,000

売上総利益 84,325

販売費及び一般管理費 ※１
 55,712

営業利益 28,613

営業外収益

受取利息 1,024

受取配当金 785

持分法による投資利益 1,953

その他 2,247

営業外収益合計 6,011

営業外費用

支払利息 3,047

製品補償費 1,290

その他 1,368

営業外費用合計 5,707

経常利益 28,916

特別利益

固定資産売却益 489

特別利益合計 489

特別損失

投資有価証券評価損 1,739

特別損失合計 1,739

税金等調整前四半期純利益 27,666

法人税等 ※２
 8,883

少数株主利益 1,117

四半期純利益 17,666

EDINET提出書類

日本精工株式会社(E01600)

四半期報告書

44/57



【第２四半期連結会計期間】
(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成20年７月１日
　至 平成20年９月30日)

売上高 191,863

売上原価 150,249

売上総利益 41,613

販売費及び一般管理費 ※１
 28,263

営業利益 13,350

営業外収益

受取利息 607

受取配当金 46

持分法による投資利益 894

その他 997

営業外収益合計 2,545

営業外費用

支払利息 1,501

製品補償費 915

その他 744

営業外費用合計 3,162

経常利益 12,733

特別損失

投資有価証券評価損 1,739

特別損失合計 1,739

税金等調整前四半期純利益 10,994

法人税等 ※２
 2,341

少数株主利益 601

四半期純利益 8,051
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 27,666

減価償却費 19,420

のれん償却額 342

貸倒引当金の増減額（△は減少） △67

退職給付引当金及び前払年金費用の増減額 △3,141

受取利息及び受取配当金 △1,810

支払利息 3,047

持分法による投資損益（△は益） △1,953

有形固定資産売却損益（△は益） △489

投資有価証券評価損益（△は益） 1,739

売上債権の増減額（△は増加） △10,322

たな卸資産の増減額（△は増加） △19,680

仕入債務の増減額（△は減少） 1,734

その他 4,462

小計 20,949

利息及び配当金の受取額 4,538

利息の支払額 △3,185

法人税等の支払額 △7,910

営業活動によるキャッシュ・フロー 14,391

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加） △30

有価証券の取得による支出 △3,500

有価証券の売却による収入 8,284

有形固定資産の取得による支出 △30,476

有形固定資産の売却による収入 867

投資有価証券の取得による支出 △953

投資有価証券の売却による収入 60

貸付けによる支出 △91

貸付金の回収による収入 70

その他 △1,174

投資活動によるキャッシュ・フロー △26,943

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 3,666

長期借入れによる収入 6,830

長期借入金の返済による支出 △5,451

社債の償還による支出 △10,000

自己株式の取得による支出 △45

配当金の支払額 △5,408

少数株主への配当金の支払額 △572

その他 189

財務活動によるキャッシュ・フロー △10,792

現金及び現金同等物に係る換算差額 △865

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △24,209

現金及び現金同等物の期首残高 113,226

現金及び現金同等物の四半期末残高 89,017
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年９月30日)

１． 連結の範囲に関す
る事項の変更

(1)連結の範囲の変更
　第１四半期連結会計期間より海外２社を新たに連結子会社としております。
　その会社名は以下のとおりであります。
　（会社設立による増加）
　　 恩斯克(中国)研究開発有限公司
　 　杭州恩斯克万達電動転向系統有限公司

(2)変更後の連結子会社の数
　89社
 

２． 会計処理基準に関
する事項の変更

(1)「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 
　たな卸資産については、従来、製品及び原材料は主として総平均法に基づく低価法、仕掛品は主
として総平均法に基づく原価法、貯蔵品は移動平均法に基づく原価法によっておりましたが、第
１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会　平成18
年７月５日　企業会計基準第９号)が適用されたことに伴い、評価基準を原価法（収益性の低下
による簿価切下げの方法）に変更しております。 
　これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

(2)「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 
　第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当
面の取扱い」(企業会計基準委員会　平成18年５月17日　実務対応報告第18号)を適用し、連結決
算上必要な修正を行っております。 
　これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 
　また、これにより利益剰余金は17,378百万円減少しておりますが、主なものは「評価・換算差
額等」に表示していた「英国子会社等の退職給付債務処理累計額」のうち、一部を振替えたこ
とによるものであります。
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【簡便な会計処理】

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日)

１． 繰延税金資産の回
収可能性の判断

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時
差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度決算において使用
した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年９月30日)

１． 税金費用の
計算

　税金費用については、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税
率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 
　
 

　

【追加情報】

　

当第２四半期連結累計期間 
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年９月30日)

（有形固定資産の耐用年数の変更）

　当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、有形固定資産の耐用年数を見直し

た結果、有形固定資産のうち、機械装置の耐用年数を変更しております。

　これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

※１  有形固定資産の減価償却累計額は、545,890百万円

であります。

 偶発債務ほか
 (１)保証債務

相手先 金額(百万円) 内容

当社従業員 78 財形貸付融資

ＭＳＰインダス
トリーズ社

287 銀行借入

計 365

 (２)　手形債権信託契約に基づく債権譲渡高
　　　 　手形債権信託契約に基づく債権譲渡高は8,900百
　　 　万円であります。

 (３)　営業許可に伴う契約債務
　　　　 ポーランド・ヴァウブジフ市の特別経済区にて許
       可されたＮＳＫステアリングシステムズ・ヨーロッ
　　　 パ(ポーランド）社の営業許可に関し、平成21年３
　　　 月31日までに128,000千ズローチの投資を行なうこ
　　　 ととなっており、当第２四半期連結会計期間末まで
       の実績は125,254千ズローチであります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、540,343百万円で

あります。

 偶発債務ほか
 (１)保証債務

相手先 金額(百万円) 内容

当社従業員   92 財形貸付融資

ＭＳＰインダス
トリーズ社

 333 銀行借入

計  426

 
 (２)　手形債権信託契約に基づく債権譲渡高
　　 　　手形債権信託契約に基づく債権譲渡高は8,239百
 　　　万円であります。

 (３)　営業許可に伴う契約債務
　　　　 ポーランド・ヴァウブジフ市の特別経済区にて許
       可されたＮＳＫステアリングシステムズ・ヨーロッ
　　　 パ(ポーランド）社の営業許可に関し、平成21年３
　　　 月31日までに128,000千ズローチの投資を行なうこ
　   　ととなっており、当連結会計年度末までの実績は
       80,463千ズローチであります。

　

(四半期連結損益計算書関係)

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年９月30日)

※１　販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額は次のとおりであります。

　　給料及び賞与　　　　　　　　  19,918百万円

　　退職給付引当金繰入額　　　　　   342百万円

　　役員退職慰労引当金繰入額　　　　 136百万円

　　貸倒引当金繰入額                  56百万円　　　

※２　当第２四半期連結累計期間における税金費用については、四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理により　　
　　　計算しているため、法人税等調整額は、「法人税等」に含めて表示しております。　

　

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日 
  至　平成20年９月30日)

※１　販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額は次のとおりであります。

　　    給料及び賞与　　 　　　　　   10,154百万円

　　    退職給付引当金繰入額　 　　　　  142百万円

　　    役員退職慰労引当金繰入額 　　　   68百万円

　　　　貸倒引当金繰入額                  66百万円

　

※２　当第２四半期連結会計期間における税金費用については、四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理により　　
　　　計算しているため、法人税等調整額は、「法人税等」に含めて表示しております。　
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年９月30日)

現金及び現金同等物の当第２四半期連結累計期間末残高と当第２四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係（平成20年９月30日現在）

 

現金及び預金勘定 60,081百万円

　預入期間が

　3か月を超える定期預金
△351百万円

有価証券勘定より

　政府短期証券

 

6,993百万円

　マネー・マネジメント・

　ファンド等 20,293百万円

流動資産のその他勘定より

　売掛債権等信託受益権 2,000百万円

現金及び現金同等物 89,017百万円

　

　

(株主資本等関係)

　
当第２四半期連結会計期間末(平成20年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　

至平成20年９月30日）

１　発行済株式の種類及び総数

　　　　普通株式   551,268,104株

　

２　自己株式の種類及び株式数

　　　　普通株式　  10,666,278株

　

３　新株予約権の四半期連結会計期間末残高

　　　ストック・オプションとしての新株予約権       234百万円（親会社 234百万円）

　
４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年５月26日
取締役会

普通株式 5,409 10.00平成20年３月31日 平成20年６月13日 利益剰余金

　

　(2) 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会

　　　計期間末後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

 平成20年10月31日
 取締役会

普通株式 5,410 10.00平成20年９月30日 平成20年12月12日 利益剰余金
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）

　

産業機械

軸受

自動車

関連製品

精密機器

関連製品
その他 計

消去又は
全社

連結

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

売上高

(1)外部顧客に対する
売上高

61,048　106,180　16,148　8,485　191,863　 －　 191,863　

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高

－　 －　 －　 7,250　7,250　（7,250） －　

計 61,048　106,180　16,148　15,736　199,113　（7,250）191,863　

営業利益 7,996　4,696　1,568　 814　 15,075　（1,725）13,350　

　

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

　

産業機械

軸受

自動車

関連製品

精密機器

関連製品
その他 計

消去又は
全社

連結

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

売上高

(1)外部顧客に対する
売上高

121,700　214,138　31,053　16,433　383,325　 －　 383,325　

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高

－　 －　 －　 13,479　13,479　（13,479） －　

計 121,700　214,138　31,053　29,912　396,804　（13,479）383,325　

営業利益 16,194　10,823　2,974　1,757　31,750　（3,137）28,613　

(注) １　事業の種類の区分は、当社の内部管理上の区分によっております。

２　各事業区分に属する主要製品

　産業機械軸受　　：標準玉軸受（ミニアチュア軸受・小径軸受・並径軸受）

　　　　　　　　　　一般産業用軸受（大形玉軸受・円すいころ軸受・円筒ころ軸受・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　自動調心ころ軸受・精密軸受）

　自動車関連製品　：ハブユニット軸受、ニードル軸受、小形円すいころ軸受、標準玉軸受、

                             ステアリング、電動パワーステアリング、自動変速機(AT)用部品

　精密機器関連製品：ボールねじ、リニアガイド、ＸＹテーブル、メガトルクモータ、

                             液晶パネル用露光装置

　       　その他　　　　　：機械設備、鋼球等
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【所在地別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）

　

日　本 米　州 欧　州 アジア 計
消去又は

全社
連結

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

売上高

(1)外部顧客に対する
売上高

110,783　24,048　32,656　24,375　191,863　 －　 191,863　

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高

32,120　 292　 1,654　6,931　40,999　（40,999） －　

計 142,904　24,340　34,311　31,307　232,862　（40,999）191,863　

営業利益 7,485　1,368　2,623　3,491　14,969　（1,619）13,350　

　

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

　

日　本 米　州 欧　州 アジア 計
消去又は

全社
連結

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

売上高

(1)外部顧客に対する
売上高

218,787　48,465　68,523　47,549　383,325　 －　 383,325　

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高

62,723　 583　 3,185　13,435　79,928　（79,928） －　

計 281,511　49,048　71,709　60,984　463,254　（79,928）383,325　

営業利益 16,407　2,161　6,129　6,737　31,435　（2,822）28,613　

(注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

　　米州　：米州、カナダ、メキシコ、ブラジル等

　　欧州　：英国、ドイツ、ポーランド等欧州諸国等

           　アジア：東アジア及び東南アジア諸国、インド、オーストラリア等
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【海外売上高】

当第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）

　

米　州 欧　州 アジア 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 24,536　 33,031　 36,953　 94,520　

Ⅱ　連結売上高（百万円） －　 －　 －　 191,863　

Ⅲ　連結売上高に占める
海外売上高の割合（％）

12.8　 17.2　 19.3　 49.3　

　

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

　

米　州 欧　州 アジア 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 49,433　 69,261　 71,769　 190,465　

Ⅱ　連結売上高（百万円） －　 －　 －　 383,325　

Ⅲ　連結売上高に占める
海外売上高の割合（％）

12.9　 18.1　 18.7　 49.7　

(注) １　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

２　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

３　各区分に属する主な国又は地域

　　米州　：米国、カナダ、メキシコ、ブラジル等

　　欧州　：英国、ドイツ、ポーランド等欧州諸国等

　　アジア：東アジア及び東南アジア諸国、インド、オーストラリア等
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(１株当たり情報)

１. １株当たり純資産額

　

当第２四半期連結会計期間末

(平成20年９月30日)

前連結会計年度末

(平成20年３月31日)

　

１株当たり純資産額 521円28銭

　

　

１株当たり純資産額 495円61銭

　

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

当第２四半期連結会計期間末

(平成20年９月30日)

前連結会計年度末

(平成20年３月31日)

純資産の部の合計額（百万円） 298,144　 283,775　

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） 16,338　 15,861　

　（うち新株予約権）（百万円） （234） （170）

　（うち少数株主持分）（百万円） （16,104） （15,690）

普通株式に係る四半期連結会計期間末（連結会計
年度末）の純資産額（百万円）

281,805　 267,913　

１株当たり純資産額の算定に用いられた四半期連
結会計期間末（連結会計年度末）の普通株式の数
（千株）

540,601　 540,577　

　

２. １株当たり四半期純利益金額等

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成20年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額　　　　　　　 32円68銭 １株当たり四半期純利益金額　　　　　　　　14円89銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

32円67銭 14円89銭

(注) １株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成20年９月30日)

(1)１株当たり四半期純利益金額

四半期純利益 (百万円) 17,666 8,051

普通株主に帰属しない金額 (百万円) － －

普通株式に係る四半期純利益 (百万円) 17,666 8,051

普通株式の期中平均株式数 (千株) 540,595 540,599

(2)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

四半期純利益調整額 (百万円) － －

普通株式増加数 (千株) 129 96
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜
在株式で、前連結会計年度末から重要な変動が
あったものの概要

 
該当事項はありません。
 

 
同左
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２【その他】

平成20年10月31日開催の取締役会において第148期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

　　中間配当額　　　　　　　　　　5,410,137,880円

　　１株当たり中間配当金                10円00銭

　　中間配当金支払開始日         平成20年12月12日  

 　(注) 平成20年９月30日最終の株主名簿（実質株主名簿を含む）に記載又は記録された株主又は登録質権者に対し、

支払を行ないます。

　

　

EDINET提出書類

日本精工株式会社(E01600)

四半期報告書

55/57



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年11月13日

日本精工株式会社

取締役会　御中

　

新日本有限責任監査法人

　　指定有限責任社員
　　業務執行社員

公認会計士　 中　村　雅　一　  印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士   沼　 田　　徹 　  印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士   関　口　弘　和　  印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　 堀　越　喜　臣　　印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日本

精工株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(平

成20年７月１日から平成20年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年９

月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期

連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経

営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日本精工株式会社及び連結子会社の平成20年

９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経

営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事

項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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